
下記にご記入の上このままFAXにてご返信ください。 詳細地図等はお申込いただいた後、ご案内いたします。

御社名

ご出席者

ご住所

ＴＥＬ ＦＡＸ

〒

●セミナーにご参加されない方で資料送付をご希望の方は右にチェックをしてください→ □資料送付（無料）希望

お申込ＦＡＸ：03-5763-7432 24時間受付中！

計 名様

ねじれ国会と震災の影響で法案成立が遅れておりました平成23年度税制改正ですが、先日『現下の厳しい経済

状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』として成立致しました。

今回の改正では結果として成立しませんでしたが、相続税については基礎控除の引き下げや生命保険金の非課

税枠の縮小といった増税方向への改正が当初予定されておりました。 今後もこの方針が変わらなければ相続税の

納税義務者は増加していくことになるでしょう。

個人の財産に対する税金について知っておかなければ損をするポイントについて、税制改正を踏まえて簡単な解

説を致します。いざ相続が発生して悩む前に事前に相続税の基礎知識を身に着けておくことをお勧め致します。

開催日程等

お申込みは▼

E-mail

※今後ＦＡＸがご不要の方は、お手数ですがＦＡＸ番号をご記入の上、返信をお願いいたします。
□ＦＡＸ不要（チェックをお願いします） ＦＡＸ番号（ ）

９／２１（水）→１０／５（水）

【講師】 菅野 洋悦
益子会計事務所
税理士・所長代理

益子会計事務所
エムディーマネジメント株式会社
TEL： 0120-18-7451
セミナー受付 担当：真庭（マニワ）
Email： maniwa@mashiko.co.jp

第17回 「価値作り」セミナー～相続税編～
相続税法改正と最近の相続税申告の傾向

知らないと損をする！
先着20名様限定！

場所：益子会計事務所内セミナールーム
大田区大森北1-5-1
大森駅東口ビルディング7階

JR大森駅東口から徒歩1分

①気になる相続税法の改正とその傾向
②最近の相続税申告の傾向
③相続人の立場の違いによる相続税の差異
・配偶者が相続した場合
・兄弟姉妹が相続した場合

④宅地の優遇規定について
・親から子への賃貸
・老人ホームへ入居した場合の有利不利

⑤相続税がかかる財産の範囲

解説ポイント

時間:17:15～18:45（開場・受付17:00～）

※当ビルに駐車場はございません。
お車でお越しの方は付近の有料駐車場を

ご利用下さい。

参加費:1名様2,000円

（こちらの申し込み用紙からお申込み頂いた方は無料）


